
 

                                        三木町教育委員会 

 

 

 

 経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費、学校給食費等の援助を行う制度で

す。援助の決定は年度ごとに行いますので、現在援助を受けている方も、年度ごとに申請書を提出する必要が

あります。また、この援助費は、義務教育期間の就学に要する保護者の負担の軽減のために支給するものです

ので、必ず該当の費用に充ててください。 

 

 

 

 三木町に在住する児童生徒又は入学予定者の保護者で、次のいずれかに該当し、三木町教育委員会が援助を

必要と認めた方。 

   

 

                     （支給額は令和７年度の場合です。支給額・支給方法等に 

ついては変更になる場合があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※①～③については原則、教育委員会から直接保護者口座へ振り込みますが、学校納付金に未納がある 

場合は、未納金に充当する場合があります。 

  ※④～⑥については、原則教育委員会から学校に振り込みます。 

※支給時期については各学校にお問い合わせください。 

対象条件（下記のいずれか） 必要証明書類等 問い合わせ窓口 

① 生活保護法に基づく保護を受けてい

る。 
必要なし ― 

② 生活保護法の規定に基づく保護の停

止又は廃止を受けた。 
必要なし ― 

③ 地方税法の規定に基づく市町村民税

の非課税又は減免されている。 

(令和７年１月１日の住所が三木町外

の方のみ) 

課税証明書又は減免決定書（写し） 

令和７年１月１日現在住所

を置いていた市区町村 

④ 国民年金法の規定に基づく国民年金

の掛金が免除されている。 
減免決定通知書（写し） 高松東年金事務所 

⑤ 国民健康保険法の規定に基づく保険

料の減免又は徴収を猶予されている。 
減免決定通知書（写し） 三木町税務課 

⑥ 児童扶養手当法の規定に基づく児童

扶養手当の支給を受けている。 

児童扶養手当証書（写し）又は

その証明書 
三木町こども課 

⑦ 生活福祉資金の貸付を受けている。 
生活福祉資金貸付決定通知書

又はその証明書 
香川県社会福祉協議会 

⑧ ①～⑦以外の理由（世帯の収入状況に

応じて受給できる家庭があります。 

(令和７年１月１日の住所が三木町外

の方のみ) 

課税証明書（世帯で収入がある方全員） 

令和７年１月１日現在住所

を置いていた市区町村 

費  目 
支給額（年額） 

備考 
小学校 中学校 

①  学用品費 
11,630 円 
（定額） 

22,730 円 
（定額） 

年度途中の認定者は月割額を支給。 

②  通学用品費 
2,270 円 
（定額） 

2,270 円 
（定額） 

年度途中の認定者は月割額を支給。 

新 1 年生は支給対象外。 

③  新入学児童生徒学

用品費 

57,060 円 
（定額） 

63,000 円 
（定額） 

新 1 年生のうち、4 月までの認定者の

み支給対象です。 

④  校外活動費（宿泊を

伴わないもの） 

1,600 円 
（限度額） 

2,310 円 
（限度額） 

認定前に実施している場合は、支給対

象外。 

⑤ 集団宿泊学習 
3,690 円 

（限度額） 
実費 

認定前に実施している場合は、支給対

象外。 

⑥  修学旅行費 実費 実費 
認定前に実施している場合は、支給対

象外。 

⑦  学校給食費 実費 実費 
現物支給（給食費の支払は必要ありま

せん。） 

１ 就学援助制度とは？ 

２ 援助を受けることができる方 

就学援助制度についてのお知らせ ＜令和８年度版＞ 

３ 就学援助の主な内容等 



 

 

  

※預金通帳が発行されていない場合は、キャッシュカードのコピー（銀行名、口座番号及び口座名義人が

はっきりと分かるもの）又は通帳アプリ等の通帳表紙画面等のコピーを添付すること。 

 

【申請における注意事項】 
(１)提出書類について 

①就学援助費受給申請書（世帯票）･･･ 対象となる児童生徒 1 人につき 1 枚 

②保護者名義の預金通帳（表紙見開きの写し）･･･ 世帯に 1 枚 

                          （ただし、提出学校が違う場合は学校ごとに各1枚） 

③対象条件ごとに必要な証明書類等 ･･･ 原本が必要な場合は原本は 1 部とし、小中学校で学年が 1 番

上の児童生徒に添付し、他児童生徒についてはその写しを添

付すること） 

(２)指定期日までに学校へ申請し、認定された場合は、4 月分からの支給対象となります。 

(３)指定期日以降に申請し、認定された場合は、年度当初からの援助が受けられない場合があります。新入

学児童生徒学用品費は一切支給対象になりませんので特にご注意ください。 

(４)年度途中の申請については、申請月の翌月から支給対象となります。ただし、令和 9 年 1 月 29 日(金)で

申請を締め切ります。 

 (５)提出書類に不備がある場合や基準を満たさない場合は、認定されませんので、記入内容や押印に漏れが

ないか、必要書類が添付されているか等確認をお願いします。 

 (６）結婚・離婚等に伴い、世帯の状況や申請者が変わった場合は、遅滞なく申請書を再提出してください。 

(７)単身赴任等により別居している場合も同一世帯とみなし、その方の所得も合算して審査します。 

 

＜問い合わせ先＞ 
  三木町教育委員会 教育総務課 就学援助担当  TEL 087-891-3313 

 新小学校１年生 新中学校１年生 その他の小・中学生 

提出書類 

② 就学援助費受給申請書（世帯票）入学前 (様式第 2

号) 

②預金通帳の写し等※ 

③証明書類等 

④誓約書（様式第 3 号） 

①就学援助費受給申請書

（世帯票）（様式第 1 号） 

②預金通帳の写し等※ 

③証明書類等 

提出先 通学予定の小学校 通学中の小学校 通学中の小・中学校 

提出期限 令和 8 年 2 月 13 日(金) 令和 8 年 2 月 6 日(金) 

結果通知時期 
３月中旬頃 

※新入学児童生徒学用品費のみ 3 月中に支給します。 
４月中～下旬頃 

４ 申請の方法等 


